
空家等対策の推進に関する特別措置法
の施行状況等について（詳細版）

＜調査概要＞
・方法：アンケート調査 ※国土交通省・総務省の連名調査 対象：1,741市区町村
・時期：令和元年12月実施（調査時点：令和元年10月１日）



空家等対策計画（法第６条関係）

■計画策定状況

市区町村数

設定している
70

(6.4%)

■重点地区の設定状況

市区町村数

記載している
1,037
(95.1%)

記載していない
54

（4.9%）

■管理不全空き家の発生予防
に関する記載状況

管理不全空き家の予備
軍の実態把握やデータ
ベース化

空き家の流通・活用促進

空き家の管理を行う事業
者・NPO等の情報提供・
育成・連携

相続に係る生前対策や
成年後見制度等の活用
促進

固定資産税等の住宅用地
特例解除に向けた取組

※数値は市区町村数

606

879

432

236

174

市区町村数

設定している
221

(20.3%)

■数値目標の設定状況

477

659

248

130

70

市区町村数

策定済
1,091 
(62.7%)

未策定
650

(37.3%)

：計画に記載している

：取組を実施している

1

＜記載内容＞

市区町村の報告
に基づく件数

＜出典＞令和元年12月実施の市町村あてアンケート調査結果より（国土交通省・総務省連名）

○計画策定済み市区町村の約95％が「管理不全空き家の発生予防」に関する記載を行っており、その記載は、空き家の流通・活用
促進、事業者育成、相続・成年後見制度、住宅用地特例の解除に向けた取組など、多岐にわたる。

○一方で、計画に記載しているものの、取組が十分に行えていない市区町村も存在。



法定協議会（法第７条関係）

■協議会の設置状況

市区町村数

法定協議会のみ
676

(62.0%)

法定及び法定外の
協議会の両方

37 
(  3.4%)

法定外協議会のみ
185 

(17.0%)

未設置
192 

(17.6%)

空家等の調査やﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備等
に関する協議

空家等の所有者等に関する情報の
利用等に関する協議

＜法定協議会での具体的な役割＞

173

167

146

133

97

空家等及び空家等の跡地の活用策
に関する情報提供に関する協議

所有者等に対する情報の提供・助言
等に関する協議

立入調査に関する協議

特定空家等に対する措置の方針に
関する協議

空家等が特定空家等に該当するか
否かの判断基準に関する協議

空家等対策計画の作成及び変更に
関する協議

512

547

667

■計画策定状況

市区町村数

策定済
1,091 
(62.7%)

未策定
650

(37.3%)

※数値は市区町村数

地域住民

建築士

宅地建物取引士

司法書士

弁護士

土地家屋調査士

633

600

530

481

373

335
他 警察、消防、社会福祉士、

民生委員、市職員など

＜協議会構成員＞ ※数値は市区町村数

2

市区町村の報告
に基づく件数

＜出典＞令和元年12月実施の市町村あてアンケート調査結果より
（国土交通省・総務省連名）

○法定協議会は計画策定済み市区町村の２／３で設置されており、地域住民、建築士、弁護士、警察・消防・社会福祉士など、多
様な専門家が参画している。

○協議内容は多岐にわたり、市区町村における総合的な空き家対策の取組に寄与している。



空家等の所有者等の特定（法第10条関係）

固定資産税情報

不動産登記情報

住民票情報

戸籍情報

入院、施設入居、後見人等
の内部情報

水道供給事業者の保有情報

電気供給事業者の保有情報

ガス供給事業者の保有情報

郵便局の保有情報

警察の保有情報

消防の保有情報

近隣住民や土地所有者等
への聞き取り情報

1,218

1,002

999

989

914

492

380

73

53

29

28

9

件数

完了した件数 30.7万

うち、特定した件数 26.4万

■所有者等を特定するために行う事務
の実施状況

＜所有者等を特定するため利用したことのある情報＞

※数値は市区町村数

3

市区町村の報告
に基づく件数

＜出典＞令和元年12月実施の市町村あてアンケート調査結果より
（国土交通省・総務省連名）

○市区町村が所有者特定事務を完了した件数は30.7万件、うち所有者等が特定された件数は26.4万件。
○所有者特定の際に固定資産税情報を活用している市区町村が最も多く、法に基づく固定資産税情報の内部利用が進んでいる。

■空き家の実態把握・所有者把握に関する取組

・管内の各地区に実態把握担当を配置している。
・空き家予備軍の居住実態等の把握を目的として、
管内の新築後15年以上経過した戸建住宅等の所
有者を対象に調査を実施した。
・登記情報の確認や相続人調査を目的とし、司法書
士と協定を締結の上所有者の把握を行った。
・判明した所有者を対象に、空き家の活用等の意向
について調査を行った。



空家等の適正管理、活用等（法第12条・法第13条関係）

空家等の現状に関する通知
文書の発出市区町村数

実施している
1,266
（72.8%）

実施していない
472

（27.1%）

＜具体的な実施内容＞

530

441

540

739

988

相談窓口の設置

相談窓口における個別の相談

ホームページ等での案内

啓発冊子の送付・配布

セミナー、相談会等の開催

856

468

422

486

572

926

活用希望者への物件紹介

相談窓口における個別の相談

ホームページ等での案内

広報誌の送付・配布

不動産団体・事業者との協定

802

改修費用の補助

市区町村数

実施している
1,111
（63.9%）

実施していない
628 

（36.1%）

※数値は市区町村数

＜具体的な実施内容＞

※数値は市区町村数

市区町村数

実施している
193

(15.5%)

実施していない 1,054 
(84.5%)

＜参考＞
○空き家所有者情報の外部提供
に関するガイドライン

（H30国土交通省）

・空き家の利活用を図る上で、外部不動
産団体等との連携が必要

・空き家の所有者本人が同意している場
合は、秘密に該当せず、市町村が空き
家所有者情報を外部事業者等に提供
可である旨の内容

4

市区町村の報告
に基づく件数

＜出典＞令和元年12月実施の市町村あて
アンケート調査結果より
（国土交通省・総務省連名）

■所有者等に対する管理の情報
の提供・助言等の実施状況

■空家等及び空家等の跡地の
活用等に関する情報提供等
の実施状況

■外部（不動産団体等）に対する
所有者情報の提供の実施状況

○空き家の適正管理、活用に関して、概ね６～７割の市区町村で取組が行われている。
○一方で、特定できた所有者情報を不動産団体等に提供することについては、実施している市区町村が15％程度にとどまっており、
今後の課題と捉えられる。



■立入調査の実績

市区町村数

実績がある
296

(53.8%)

実績がない
254 

(46.2%)

勧告する措置の内容を
決めるため

今後想定され得る行政代
執行の円滑な実施のため

254

171

60

59

助言・指導する措置の内
容を決めるため

特定空家等となるか否か
を判断するため

■法14条措置実績

合 計

助言・指導 17,026 (550)

勧告 1,050 (232)

命令 131 (  70)

行政代執行 50 (  41)

略式代執行 146 (105)

＜立入調査の実施理由＞
※数値は市区町村数

特定空家等に対する措置（第14条関係）

担当職員だけでは専門知識
がない

措置に対する所有者からの
反応がない

借地上の所有者には実効性
が乏しい

代執行に係る事務手続等が
わからない

代執行費用の有効な回収
方法のノウハウがない

略式代執行の判断が難しい

所有者特定や合意形成に
時間がかかる

外国籍など、所有者の特殊
事情により困難

経済的な理由により所有者
の自主的な対応が困難

適切な助言・指導内容がわ
からない

757

405

810

268

463

754

620

415

882

346

※数値は市区町村数

5

市区町村の報告
に基づく件数

＜出典＞令和元年12月実施の市町村あてアンケート調査結果より
（国土交通省・総務省連名）

■法14条の措置の実施に際し、障壁となっている事項

○特定空家等に対する措置に取り組む市区町村のうち、約半数が立入調査を行い、特定空家等となるか否かの判断を行っている。
○特定空家等に対する措置を行う上で、所有者の自主的対応が困難であることや、所有者多数の場合の対策の困難さ、職員のノウ
ハウ不足・マンパワー不足、所有者不明の場合の判断の困難さといった障壁が挙げられている。


